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改正感染症法と熊本県感染症予防計画の改定

感染症法の改正

 改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症

の発生及びまん延に備えるため、都道府県と関係機関の連携協力による入院、外来医療及び医療人材並びに感

染症対策物資の確保の強化、検査等の体制の強化等の措置を講ずる

 医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所）、民間検査機関、民間宿泊施設等と協定を締結し、医療機関

については第一種協定指定医療機関(病床確保)、第二種協定指定医療機関(発熱外来、外出自粛者対応) に指定

 協定指定医療機関により実施される入院医療、外来医療及び在宅医療は、公費負担医療の対象となる

熊本県感染症予防計画の改定

 感染症法が改正されたことに伴い、県における感染症の発生の予防、まん延防止のための施策、医療提供体制の

確保等についての基本的考え方を示す県感染症予防計画を本年３月に改定予定

 新興感染症の性状、最新の知見等を踏まえ、協定締結機関に段階的に対応を要請
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改正感染症法と熊本県感染症予防計画の改定

医療機関等との協定

医療措置協定

検査措置協定

内容

病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、
後方支援、医療人材の派遣等

病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

締結機関

核酸検出検査（PCR検査等） 民間検査機関

宿泊施設確保措置協定 宿泊施設の確保
民間の宿泊施設、

平時から宿泊業を営む公的施設

その他

① 協定締結医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、民間検査機関、民間宿泊施設) では、協定において個
人防護具(PPE) の備蓄を任意的事項として規定することができる

② 薬局及び訪問看護事業所の締結内容は、自宅療養者等への医療の提供のみ
③ 自院で保有する検査機器を使って核酸検出（ＰＣＲ等）検査が実施可能な場合、検査措置協定を兼ねた医療措置協定

を締結
※新型コロナ対応における核酸検出検査と同様の検査方法を想定
（核酸検出検査の実施に必要な検査試薬等が流通し医療機関が利用できる状況にあることが前提）

※医療機関で検体の採取のみ行い、分析は外部に委託する場合は検査の実施能力に含めない。
（別途、県と民間検査機関等との間で検査措置協定を締結するため）

4



１ 医療措置協定

熊本県

医療機関の
管理者

病院、診療所、
薬局、
訪問看護事業所

協議

双方の合意

医療措置協定の締結

病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を実施する場合

第一種又は第二種協定指定医療機関に指定

病床確保：第一種協定指定医療機関
発熱外来、自宅療養者等への医療の提供：第二種協定指定医療機関

対象となる感染症
新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）
※まずは新型コロナ（COVID-19）への対応を念頭に取り組む
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１ 医療措置協定

発生・まん延時の医療提供体制

 国内での感染発生早期は「感染症指定医療機関」で対応

 厚生労働大臣による新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）に係る発生等の公表後
は、「感染症指定医療機関」に加えて、「協定締結医療機関（第一種・第二種協定指定医療機関）」で対応

国内での感染発生早期
（発生の公表前）

流行初期
(公表後～公表後3か月まで)

流行初期以降
(公表後3～6か月)

①「感染症指定医療機関」による対応

感染症法に基づく厚生労働大臣による公表

帰国者、接触者
その他感染の疑いがある者

感染症指定医療機関

感染の疑い
がある者

「協定指定医療機関」による対応

流行初期医療確保措置（※）付の協定指定医療機関

感染症指定医療機関
協定指定医療機関（二種）

検査機関

後方支援医療機関

その他全ての協定指定医療機関

陽性者

感染症指定医療機関の「感染症病床」で対応

外来

入院

協定指定医療機関の「発熱外来」「確保病床」が対応開始

外来

宿泊療養施設

感染症指定医療機関
協定指定医療機関（一種）

入院

協定指定医療機関の「自宅等への医療の提供」が開始

感染の疑い
がある者

検査機関

感染症指定医療機関
協定指定医療機関（二種）

外来

陽性者宿泊療養施設

感染症指定医療機関
協定指定医療機関（一種）

後方支援医療機関

入院

自宅療養・高齢者施設等療養

協定指定医療機関（二種）
（薬局・訪問看護事業所含む）

医療の提供

※履行確保とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組み
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１ 医療措置協定

「流行初期」と「流行初期以降」の考え方

 医療措置協定においては、新興感染症への対応時期について、「流行初期」と「流行初期以降」に時期を分けて
協定を締結

流行初期

• 厚生労働大臣による新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）に
係る発生等の公表後の一定期間（３か月を基本として必要最小限の期間）

※原則７日以内に、病床確保・発熱外来を開始

流行初期以降

• 「流行初期」期間が経過した後、新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、
新感染症）と認められなくなった旨の公表が行われるまでの期間

※発生公表後６か月後までに全ての協定締結医療機関で対応を開始

【流行初期】
（公表後3か月まで）

【流行初期以降】
（公表後3～6か月）

大臣公表

原則7日以内
＜発熱外来＞＜病床確保＞

3か月後 6か月後

流行初期における
・病床確保
・発熱外来
・後方支援

流行初期以降における
・病床確保 ・人材派遣
・発熱外来 ・後方支援
・自宅療養者等への医療の提供

対応機関数
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１ 医療措置協定

流行初期医療確保措置

 一般医療を制限して、大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療（病床確保又は発熱外来）を提供する
医療機関に対して、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行うこと

 具体的には、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、そ
の差額が支援される
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１ 医療措置協定

流行初期医療確保措置の基準

 本県においては、「流行初期」における病床の確保・発熱外来の実施を内容とする協定を締結する場合は、以下の知事が定める基
準を満たす必要があります。

病
床
確
保

① 知事の要請があった日から起算して原則７日以内に実施
② 当該措置を講ずるために確保する病床数が以下の区分に応じて一定数以上であること
③ 知事による後方支援の役割を講ずる旨の通知を受けた又は医療措置協定を締結した医療機関と必要な連携を行うことそ

の他病床の確保を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること

発
熱
外
来

① 知事の要請があった日から起算して原則７日以内に実施
② １日10人以上の診療を行うものであること

区分 確保病床数

（１）
感染症指定医療機関
公的医療機関等
地域医療支援病院
特定機能病院

三次救急医療機関
10床以上

（うち重症病床5床以上）

三次救急医療機関以外

一般病床数300床以上 20床以上

一般病床数200床以上300床未満 15床以上

一般病床数100床以上200床未満 10床以上

一般病床数100床未満 5床以上

（２）
（１）以外の医療機関

ー ー 5床以上

 病床確保、発熱外来ともに、自院に入院している患者又は普段からかかっている患者に限って対応可能な場合は、流行初期医療確
保措置の対象にはなりません。

 「感染症病床」は協定締結の対象となる病床には該当しませんが、「結核病床」は確保病床数に含めて構いません。
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１ 医療措置協定

医療機関の類型

項目 病院・診療所 薬局 訪問看護事業所

①病床確保 ○

②発熱外来 ○

③自宅療養者等への医療の提供 ○ ○ ○

④後方支援 ○

⑤医療人材派遣 ○

⑥個人防護具の備蓄 ○ ○ ○

第一種協定指定医療機関

第二種協定指定医療機関

任意事項
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２ 医療措置協定の内容

１ 協定の目的と実施の要請
• 医療措置協定の目的（第1条）

• 医療措置実施の要請（第2条）

２ 発生・まん延時の対応 • 医療措置の内容（第3条）

３ 平時の対応

• 個人防護具の備蓄（第4条）※任意

• 協定の実施状況等の報告（第9条）

• 研修、訓練、点検の実施（第10条）

４ その他

• 措置に要する費用の負担（第5条）

• 知見についての情報提供等（第6条）

• 協定の有効期間及び変更（第7条）

• 医療機関が協定の措置を講じていないと認められる場合の知事の措置

（第8条）
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２ 医療措置協定の内容

（１）協定の目的と実施の要請

第1条 目的
第2条 医療措置実施の要請

熊本県
病院
診療所

【平時】協議の上、協定を締結

県知事と医療機関の管理者との間で協定を締結

【発生・まん延時】協定に基づき医療提供を要請

新興感染症発生等公表期間に、医療の提供を要請
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対象となる感染症
新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）
※まずは新型コロナ（COVID-19）への対応を念頭に取り組む



２ 医療措置協定の内容

（２）発生・まん延時の対応

第3条 医療措置の内容

【第3条】医療措置の内容

・患者を入院させ必要な医療を提供

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能
・可能な限り患者等が接触することがなく診察ができるなど、院内感染対策を適切に実施しながら、
必要な医療を提供することが可能

・知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症の患者等を入院させ、
必要な医療を提供する体制が整っていると認められること

内容 病床確保

基準

病床確保

第一種協定指定医療機関（病床確保）の指定基準

13



２ 医療措置協定の内容

（２）発生・まん延時の対応

第3条 医療措置の内容

【第3条】医療措置の内容

・発熱外来を設置し、発熱患者等の診療

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能
・可能な限り受診する者が接触することがなく診察ができるなど、院内感染対策を適切に実施しながら、
外来医療を提供することが可能

・知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症等の疑似症患者等
の診療を行う体制が整っていると認められること

・自院内で検体採取から検査の実施まで可能な場合に核酸検出（PCR等）検査を行う
・実施可能な場合には、本協定の中で検査措置協定も兼ねるため、別途検査協定の締結の必要はない
・この項目がなくても「発熱外来の対応」のみで、協定の締結は可能

・検査会社に委託する場合
・抗原検査キットを用いて検査する場合

内容 発熱外来の対応

基準

発熱外来の実施（１）

対象外

第二種協定指定医療機関（発熱外来）の指定基準

発熱外来の実施（２）

内容

検査の実施能力

14



２ 医療措置協定の内容

（２）発生・まん延時の対応

第3条 医療措置の内容

【第3条】医療措置の内容

※③健康観察のみの実施は協定締結の対象外（発熱外来の実施＋健康観察は可）

自宅療養者、宿泊療養施設・高齢者施設・障害者施設での療養者

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能
・知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、自宅療養者、宿泊療養者又は高齢者施設等若しくは
障がい者施設等に対して医療を提供する体制が整っていると認められること

内容
①電話・オンラインによる診療 ②往診 ③健康観察

対象者

自宅療養者等への医療の提供

基準

第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の指定基準
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２ 医療措置協定の内容

（２）発生・まん延時の対応

第3条 医療措置の内容

【第3条】医療措置の内容

通常医療の確保のため、①又は②を行う
①感染症患者以外の患者の受入 ②感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入

派遣される人材
①感染症医療担当従事者…感染症患者に対する医療を担当する医療従事者（医師、看護師、その他の医療従事者）
②感染症予防等業務関係者…感染症の予防、まん延防止のための医療提供体制の確保にかかる業務に従事する者

※県内の医療機関等への派遣に加え、他の都道府県への派遣も想定

後方支援

内容

人材派遣

内容
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２ 医療措置協定の内容

（３）平時の対応

第4条 個人防護具の備蓄（任意）
第9条 協定の実施状況等の報告

【第4条】個人防護具の備蓄（任意）

 知事から要請を受けた際に、措置協定の内容を迅速に実施で
きるよう、各医療機関の状況に応じて、個人防護具（5物資）
を備蓄しておく。（2か月分を推奨）

 個人防護具の備蓄に係る費用は医療機関等において負担（第5
条）

 備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場
で使用する、回転型での備蓄を推奨

 施設外の保管施設を利用するなどにより備蓄を確保すること
も可能

• サージカルマスク
• N95マスク
• アイソレーションガウン
• フェイスシールド
• 非滅菌手袋

【第9条】協定の実施状況等の報告

 協定に基づく措置の実施状況及び当該措置に係る医療機関の
運営状況等について、知事から報告の求めがあったときは速
やかに報告する。

G-MISにより報告を行うよう努める。報告手法
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２ 医療措置協定の内容

【第10条】平時における準備

・研修・訓練の実施、又は、外部の機関が実施する研修・訓練に医療従事者を参加
・研修・訓練の内容は、PPEの着脱や、検体採取、その他院内感染対策等を想定

・措置を講ずるに当たって対応の流れを点検
【例】患者や自施設の状況に応じた予防策や感染経路別予防策を実施。日々の業務の中で必要な感染対策を確認。

それぞれ年1回以上行うよう努める。

研修・訓練

（３）平時の対応

第10条 平時における準備

点検

18



２ 医療措置協定の内容

（４）その他

第5条 措置に要する費用の負担
第7条 協定の有効期間及び変更

【第5条】措置に要する費用の負担

 医療措置に要する費用について
・協定締結医療機関が実施する措置の費用について、県の
予算の範囲内において、財政支援を実施

・詳細については、新型インフルエンザ等感染症等が発生
した際に、その感染症の性状等を踏まえ、検討

 個人防護具の備蓄に係る費用について
・各医療機関において負担
・新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、その感染症
の性状等を踏まえ、国において必要な支援を検討

【第7条】協定の有効期間及び変更

・締結日から令和9年3月31日まで
・満了日の30日前までに双方から申し出が
ない場合は3年間の自動更新

・事情等があれば随時変更可能

・協定の履行が困難であるやむを得ない事情が
生じた際には、医療機関側から県に対し解約
を申し出ることができる。

有効期間

変更

解約
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２ 医療措置協定の内容

勧告、指示、公表

（４）その他

第8条 協定の措置が講じられていないと認められる場合の措置

• 県知事の措置は「勧告、指示、公表」を指しますが、一方的に行うのではなく、
まずは、当該医療機関と話し合いに基づく調整を行います。

• 話し合いや調整をすることなく、勧告、指示、公表を行うことはありません。

 以下のような、正当な理由があると県が判断する場合は、この措置（勧告等）を行うことはありません。

• 医療機関内の感染拡大により、人員が縮小している場合

• ウイルスの性状等が締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合

• 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に

沿った対応が困難であることがやむを得ないと県が判断する場合
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３ 協定締結までの流れ・スケジュール

21

熊
本
県

医
療
機
関

締結後
• 県から第一種、第二種協定指定医療機関指定通知書を送付
• 協定締結医療機関の公表（公表の内容等は未定）

熊
本
県

医
療
機
関

Step１

意向調査の実施
・説明資料
・協定書（ひな形）
の送付

Step２

・説明資料、協定書
ひな形の確認

・電子申請サービス
への回答

Step３

協議開始の依頼
・協定書案、協議書の
送付

Step４

・協定書案の確認
・協議書への記載
※協定書案の内容に
変更がない場合

協定締結
（押印手続き）

Step５

県側押印手続き
（締結）

Step６

協定書の
受領、保管

締結後
• 県から第一種、第二種協定指定医療機関指定通知書を送付
• 協定締結医療機関の公表（公表の内容等は未定）

※詳細は次ページ

電子申請サービス
にて回答

協議書、協定書提出



３ 協定締結までの流れ・スケジュール

送付書類

電子申請
サービス
にて回答
又は

意向調査票
により回答

電子申請サービスでの回答が難しい場合は、熊本県ホームページから意向調査票をダウンロー
ドのうえ回答をお願いします。https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/196951.html

URL

期限 令和６年３月２２日（金）

その他
電子メールで提出 【アドレス】kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp
電子メールでの提出が難しい場合は、FAXでの提出も可能 【FAX番号】096-383-0607
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説明資料
※本資料

• 協定についての説明資料ですので、必ずお読みください。

協定書
（ひな形）

• 協定締結を行った場合の協定書（ひな形）を添付していますのでご確認ください。

協定書案
協議書の
送付

• 電子申請サービスの回答（又は意向調査票の回答）を基に協定書案及び協議書を送付します。
• 協議書による協議の上、協定締結を行います。

https://logoform.jp/form/x4b6/491234

• 協定締結の意向について、電子申請サービスによりご回答ください。

0196951【病院・診療所】医療措置協定

↓熊本県ホームページからも回答が可能です



参考 協定締結医療機関等への財政支援

23

厚生労働省資料



参考 新興感染症対応力強化事業
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厚生労働省資料



参考 新興感染症対応力強化事業の補助対象・補助基準額等（案）
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厚生労働省資料


